
○事業所規模の確認時期及び確認方法（早見表）

４/１３/15

実績が６ヶ月未満

実績が６ヶ月以上

定員×90％

当年度

※年度途中での事業所規模変更（網掛け部分に該当する場合）は、

当年度中に開設した

定員×90％

３/31

前年度実績が６ヶ月未満 定員×90％

前年度実績のある

※前年度実績なしのため

【毎年度確認】

※事業所規模が変更の場合４/1以降の

事業所規模を３/15まで届出

※ 要確認

前年度

実績が６ヶ月以上

次年度４／１に

25％以上の定員変

更をする場合…①

①以外前年度実績

４/１予定の

定員×90％

前年度実績が６ヶ月以上

定員 ％

当年度４／１に

25％以上の定員変

更をした場合…②

定員×90％

前年度実績②以外

※前年度実績により

※前年度実績により

※４/１時点での変更確認

※前年度実績により

※ 要確認

※ 要確認

※網掛け部分に該当する場合は、

事業所規模が変更になる可能性が

あるため、確認を必ず行うこと


